
統合幕僚監部達第１８号

統合幕僚監部の内部組織に関する訓令（平成１８年防衛庁訓令第２４号）

第４８条の規定に基づき、統合幕僚監部の内部組織に関する達を次のように

定める。

平成１８年３月２７日

統合幕僚長 陸将 先崎 一

統合幕僚監部の内部組織に関する達

改正 平成２１年７月３１日 統合幕僚監部達第 ５号

平成２７年１０月１日 統合幕僚監部達第１５号

平成２９年３月２７日 統合幕僚監部達第 ５号

平成３０年３月３０日 統合幕僚監部達第 ４号

令和 ４年３月１６日 統合幕僚監部達第 ４号

（総則）

第１条 この達は、統合幕僚監部の内部組織に関する訓令第４４条のカウン

ターインテリジェンス室を置く課を定め、統合幕僚監部の各課に置かれる

室及び班並びに首席参事官、参事官、報道官、首席法務官及び首席後方補給

官の監督の下に置かれる総括副報道官、法務官、補給官、室及び班等の内部

組織等の細部について必要な事項を定めるものとする。

（カウンターインテリジェンス室を置く課）

第２条 カウンターインテリジェンス室を置く課は、運用第１課とする。

（係及び係長）

第３条 室及び班に、必要に応じて係を置くことができる。

２ ２名以上で係を組織する場合は、係に係長を置く。

３ 係長は、室長又は班長の命を受け、係の事務をつかさどる。

（室、班等の事務分掌）

第４条 課長は、室又は班の内部組織及び所掌事務の細部に関して定めるも

のとする。

２ 首席参事官、参事官、首席法務官及び首席後方補給官は、室及び班の内

部組織及び所掌事務の細部に関して定めるものとする。

３ 報道官、首席法務官及び首席後方補給官は、その監督の下に置かれる総

括副報道官等、首席法務官付法務官及び首席後方補給官付後方補給官の所

掌事務の細部に関して定めるものとする。



附 則

この達は、平成１８年３月２７日から施行する。

附 則（平成２１年７月３１日統合幕僚監部達第５号）

この達は、平成２１年８月１日から施行する。

附 則（平成２７年１０月１日統合幕僚監部達第１５号）

この達は、平成２７年１０月１日から施行する。

附 則（平成２９年３月２７日統合幕僚監部達第５号）

この達は、平成２９年３月２７日から施行する。

附 則（平成３０年３月３０日統合幕僚監部達第４号）

この達は、平成３０年４月１日から施行する。

附 則（令和４年３月１６日統合幕僚監部達第４号）

この達は、令和４年３月１７日から施行する。


